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第4章 飛躍-の基礎固め

第 1節 経済の復興とその後の発展

1 イ ンフ レー シ ョンの収 束 と自立経済体 制 の確立

復興への足がかリ- 傾斜生産方式と復興金融金庫

戦後,わが国の経済は生産の低下 と激しいインフレによって深刻な事態が続い

ていたが,この危機的状況を打開するために考えられたのが傾斜生産方式であっ

た｡これは基幹産業の生産増大を起動力として陸路を打開し,経済を拡大再生産

の路線に乗せていこうというもので,石炭 ･鉄鋼 ･電力などを重点産業として以

後集中的にその生産増加に努力を傾けた｡

この傾斜生産方式を金融面から支えたのが昭和22年 1月に開業した復興金融金

庫であ り,主に石炭増産のための設備資金融資を担当したが,政府の出資額が十

分でなかったため,大量の債券発行を行なわざるをえなかった｡しかしその債券

の引受け先は大半が日本銀行であったため,日銀券の増加を招き,インフレ克服

とい う本来の使命に逆行する結果となった｡

やがてこの傾斜生産方式の効果が現われて,23年の鉱工業生産は戦前 (昭和 9

-11年平均)の60%程度まで回復し,わが国の経済復興はようやく軌道に乗った｡

また戦後の日本を飢餓から救い,産業復興を支えたもののひとつに ｢対日援助見

返資金｣があった｡これはアメリカのガリオア ･干ロア資金による食料 ･原材料

などの援助物資の払下げ資金を活用したものであ り,終戦から24年までほ主とし

て輸出入の補助金として活用された｡のちに ドッジ ･ラインの実施に伴い,その

明確な活用が要請されたため,以降28年まで特別勘定によって管理され,約4,000

億円が基幹産業の育成 ･公共投資 ･復興金融債券の償還などに使われ,わが国経
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済の復興に大きな役割を果たした｡

戦後経済の転機- 経済安定9原則とドッジ ･ライン

アメリカの対日政策は,すでに昭和22年ごろからわが国の経済復興を目指す方

向-と転換し始めていたが,23年12月GHQは政府に対し日本経済安定のための

9原則を指示した｡その内容は,①予算の均衡 ･②徴税の促進 ･③信用拡張の制

限 ･④賃金の安定 ･⑨物価統制の強化 ･⑥外国為替管理の強化 ･⑦輸出振興 ･⑧

国産品の増産 ･⑨食糧集荷の促進などであり,これら諸項 目を実現するために,

24年 2月 ドッジ公使が来日した｡同氏は当時のわが国経済の状態を "竹馬経済"

と許し,アメリカの援助 と国家の補助金という2本の竹馬を切捨て,自分の足で

立つようにとの勧告を行なった｡

この勧告に基づき,24年度から①超均衡予算

の実現 ･(塾対日援助見返資金の明確化 と活用 ･

③補助金の明白化 と削減 ･④復興金融金庫の融

資の停止 ･⑤単一為替レー ト1ドル-360円 の

設定,などをその内容とするいわゆるドッジ ･

ラインが実施され,わが国の戦後経済に大きな

転機をもたらした｡

ドッジ ･ラインの実施は,それまでインフレ

になじんできたわが国の経済に大きな衝撃を与

えた｡インフレは急速に収束したが,反面金詰
ドッジ ･ライ ンの実施(昭和24.3.8付

朝日新聞)りが深刻化し,需要の停滞を招いて滞貨の激

増をみるに至 り,しだいに安定恐慌の様相を示し始めた｡

ディス ･インフレーションの展開とオーバーEl-ンの激化超均衡財政が不況

を招くことはあらかじめ予想されていたことであり,政府および日本銀行は金融

面からこれを緩和するデイス ･インフレーション政策をとった｡これは財政面での
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日銀券発行高
表 4-1

(単位 :億円〕

年末r発行高

資料出所｢本邦経済統計｣ ソなどによる民間-の

資金還元で埋めようというものであり,このため日本銀行は

昭和24年度中ほぼ一貫して金融緩和策をとった｡この結果2

4年度の財政資金の揚超額 841億円に対し,政府および

日本銀行による市中銀行-の信用供与は921億円 にのぼり

,財政のデフレ要因は金融面で相殺された形となった｡しかし現実には不況の深刻化

を防ぐことはできなかった｡一方企業の生産力復興

のための資金需要はきわめて旺盛であり,金融機関も日

本銀行の信用供与に支えられて大幅に貸出を増加させた｡2

4年度中の金融機関の貸出の伸びは預金を上回り,都市銀

行を中心にオーバーローンを発生させた｡さらに市中手持

ち復興金融債券の償還,日本銀行のマーケット･オペレーションによる国債 ･復

興金融債券の買上げなどによる手持ち有価証券の減少が重なって,金融機関の資産構成は急速に悪化していった

｡朝鮮動乱ブームとその後の反動昭和25年 6月25日,朝鮮動乱が勃発した｡ち

ょうど第一次世界大戦の勃発が当時のわが国の経済にとって `̀天佑"であったよ

うに,安定恐慌のもとで拡大均衡-の活路を求めていた当時のわが国経済にとって,この朝鮮動乱

は回生薬となったのである｡朝鮮動乱はわが国の経済に特需の発生と

輸出の増大をもたらした｡特需- すなわち朝鮮地域国連軍の軍用資材の発注は,

地理的事情もあってそのほとんどをわが国が引受けることになった｡しかもこの

特需は戦時緊急価格によったため,わが国企業にとってほまたとない好採算の受

注であった｡さらに,この動乱を期に世界各国は軍備拡張と物資買付けに向か うこ

とになったため,市場は売 り手市場

となってわが国の輸出は急伸した｡こうした事情を背景に,安定恐慌下で停滞して

いた生産は,25年秋ごろから本格的な増産に転じ,同年度第 3四半期には鉱工
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に至った｡こうして生

産の上昇,輸出の伸張,

国際収支の黒字化,企

業利潤の増大などによ

り,わが国の経済はブ

ームの様相 を塁 した

が,一方この間物価は

ふたたび上 昇 し始 め

た｡動乱勃発後の約 1

年間に卸売 物 価 は52

%,消費者物価は24%

の上昇となり,イソフ

小売物価指数(東京)
(昭和 9′-11年-1.0)

表 4-2

暦 年 ㌢指 数

資料出所｢本邦経済統計｣ 全国銀行の資

金過不足表 4-3 (単位

:億円)預貸

金増加額豪産壷壷

｢盲 皿表資料出所 ｢現代日本産業

発達史｣注 資金過不足-(実質預金増+債券

発行増)-(貸出増+証券

投資増)レ再燃の懸念が強

まった｡動乱ブームの反動は意外に早 く訪れた｡26年 3月アメリカが戦略物資

の買付けを停止したことが契機 となって内外市況は低落し,輸出契約は激減して

貿易商社と繊維問屋の整理 ･倒産が続出した｡これに対し金融機関は巨額の滞貨

救済融資を日本銀行の貸出に依存して行なったため,オーバーローンは一層激化

し,ことに都市銀行ではその後構造的なものとなって

いった｡自立経済

への歩み朝鮮動乱ブームを経たわが国経済は,この間に戦後の再建 ･復興をほ

ぼ完了して,以後自立への歩みを進めることに

なった｡生産の増大を達成したわが国の産業が,次に目標としたのほ生産力の

拡大と設備の合理化 ･近代化であった｡このため昭和27年から28年にかけて,電力

･海運･鉄鋼 ･石炭とい う4大重点産業をはじめ,硫安 ･合成繊維 ･造船 ･電機

などの各分野で設備投資が活発化した｡さらに,終戦以来物資の欠乏により耐乏

生活を続けてきた国民の消費意欲も急激に盛上が り,投資景気や消費景気が現

出した｡しかしこのような経済の拡大は,輸入増大をもたらし国際収支を悪化さ



158- 第 1部 試練の時代

主要経済指標の戦前水準対比
表 4-4 (戦前基準は昭和 9-11年平均)

資料出所 ｢近代日本経済史要覧｣ 貨保有高の減少という事態を招

いた｡わが国の外貨準備高は27年

末 11億4,000万 ドルであったが,28年末には9億 8,000万 ド

ルに,そして29年 6月末には約

6億 ドル-と急減した｡このた

め日本銀行は28年10月から引締

め政策に転じ,政府は29年度予

算をいわゆる "1兆円予算''と

してその規模を前年度より縮小

し,金融 ･財政両面から緊縮政策を推進した｡この結果29年は景気が後退し

たが,後半から世界的な好景気の波がわが国にも波及してきた｡設備合理化など

によって生産力を増大していたわが国は,この好況の波に乗って輸出を伸張し,30

年に入ると生産の拡大,物価の安定,国際収支の黒字とい う数量景気を現出する

に至った｡こうして30年度の国際収支は `̀特需なき均衡''に達し,わが国経済は自立への歩み

を確かなものとしたのである｡

2 戦後における金融

制度の改革金融制度の民主化昭和20年 9月,戦時中の金融機関を統制し

ていた各種諸制度が相次いで廃止され,全国金融統制会も閉鎖機関に指定されて

解散した｡そしてこれに代わる民間の自主的団体として銀行協会が全国主要都市

に設立され,さらにこれらの中央機関として

全国銀行協会連合会が設置された｡また21年 6月,全国各地域に地方銀行の懇

談会が設けられ,毎月その代表が参集して連絡協議を行なうことを決め, 翌 7月地

域代表 18行が集まって rT一三日会｣が発足した｡やがて全地方銀行が参加するように
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会と改められ,翌25年には社団法人の認可を得,26年 5月には全国地方銀行協会

と改称した｡

一方,外地銀行 ･外国銀行 ･特別戦時機関は,終戦の年の9月30日に占領軍に

よって閉鎖を命じられ,台湾銀行 ･朝鮮銀行などが閉鎖された｡さらに11月には

財閥解体の指令が出され,つづいて22年 7月 ｢独占禁止法｣,同12月 ｢過度経済

力集中排除法｣が相次いで施行され,経済の民主化が推進された｡金融機関は財

閥解体の対象からも,経済力集中排除法の適用からも除かれたため,地方銀行に

はほとんど影響がなかった｡しかし独占禁止法によって,従来行なわれてきた銀

行間の金利協定は違反の疑いがあるとして廃止となり,これに代わる市中金利の

規制制度として,22年12月新たに ｢臨時金利調整法｣が制定された｡

また24年 6月には,日本銀行に政策委員会が設置された｡この委員会は ｢総裁

以下の日本銀行の業務執行機関の上に立って業務運営の基本方針を 決定するも

の｣とされ,これに関連して公定歩合についての大蔵大臣の認可制と,国債以外

の債券についての大蔵大臣の認可制とが廃止された｡

金融機関の再編成とその整備

現行のわが国金融機関の体系は,ほぼこの昭和20年代にその骨格が形づくられ

た｡再編成が進んだのは政府系金融機関 ･特殊金融機関 ･長期金融機関 ･中小企

業金融機関などであり,その動向は次のようであった｡

<政府系金融機関> その第 1号は復興金融金庫であり,基幹産業の生産力復

興に大きく寄与したが,代わって朝鮮動乱後の26年 4月に巨額の長期資金需要を

賄 うため日本開発銀行が設立された｡つづいて27年には日本輸出銀行が日本輸出

入銀行と改称して輸出入金融を行なうこととなった｡

また,民間資金や日本銀行の信用に依存しない政府金融機関のほしりとして,

24年 6月に国民金融公庫,25年 6月に住宅金融公庫が相次いで設立された｡また

農林漁業金融公庫,中小企業金融公庫はいずれも28年の設立であった｡こうして

政府系金融機関は20年代にはほぼ体制を整えた｡

<特殊金融機関> 在外特殊金融機関であった朝鮮銀行 ･台湾銀行はいずれも
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東京銀行横浜支店となった横浜正金銀行本店 終戦直後に閉鎖機関の指定を受け,横

浜正金銀行も第二会社東京銀行を設立して

閉鎖された｡残る日本興業銀行 ･日本勧

業銀行 ･北海道拓殖銀行の3行も,23

年GHQの指示により商業銀行か債券発行

銀行への転換を迫られ,日本興業銀行は

債券発行銀行に,日本勧業銀行 ･北

海道拓殖銀行は普通銀行に転換した｡

<長期金融機関> 民間の長期金融機

関

の在 り方が再検討されていたが,27年12月に ｢長期信用銀行法｣が施行され

た｡そして日本興業銀行はこの法律に基づく長期信用銀行となり,同時に日本

長期信用銀行が設立された｡なお日本不動産銀行 (日本債券信用銀行)が設立さ

れたのは32年 4月になってからであった｡<貿易金融機関> 24年12月の ｢外

国為替および外国貿易管理法｣の制定に伴い,11行が外国為替銀行に認可され

,その後乙種外国為替銀行の制度ができるに及んで外国為替取扱銀行は急速に増加し

た｡29年 4月 ｢外国為替銀行法｣が制定され,東京銀行

が同法に基づく外国為替専門銀行となった｡<中小企業金融機関> 24年 7月

｢中小企業等協同組合法｣が施行され,従来の市街地信用組合 ･産業信用組合 ･商

工信用組合はいずれも一律に信用協同組合となった｡しかし26年に至ってこの

法律が改正され,同時に ｢信用金庫法｣が制定されて協同組合の性格を重視する

信用組合と,これより幅広い範囲の業務を行なう地域金融機関としての役割をも

つ信用金庫に分離されることになった｡その結果,当時の信用協同組合の多くは信

用金庫に転換したが,県下でも大正12年創立の横浜信用金庫をはじめ14の組合が2

6-28年のあいだに信用金庫に改組し,今日に至っている｡ 一万県下の信用組合

は27-28年のあいだに15組合が新設され,28年末には17組合となり,その後 2組

合の新設と1組合の合併により現在の18組合となった｡当行はこれら県下各金

融機関の新設 ･運営に全面的に協力するとともに,業務面でも多くの信用金庫 ･
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ている｡

<無尽会社一相互銀行> わが国では古くから庶民金融機関のひとつとして無

尽会社が発達していたが,昭和26年6月の ｢相互銀行法｣の制定により,従来の

無尽会社は相互銀行に改組されることになった｡これまで業務面でいろいろの制

約を受けていた無尽会社は,相互銀行となって面目を一新し,中小企業金融の専

門機関としての機能を果たすようになった｡

この法律に基づいて28年 7月県下に神奈川相互銀行が誕生した｡同行は県下中

小企業の金融を円滑化し,産業の発展に貢献することを意図して設立されたもの

であり,当行は地元経済を一層振興する立場から,県 ･市とともにこれを支援し,

以降緊密な関係が続いている｡

<貯蓄銀行> 明治時代から昭和10年代までわが国金融機関のなかで-勢力を

保持していた貯蓄銀行は,戦時中普通銀行に吸収合併されるものが相次ぎ,終戦

時にはわずか 4行を残すのみとなっていた｡さらに戦後のインフレ期には経営が

困難となり,23年 7月日本貯蓄銀行が協和銀行と改称して普通銀行に転換したの

を皮切 りに,鳥取貯蓄 ･青森貯蓄の両行は因幡銀行 ･青和銀行として普通銀行に

転換し,そして残る青湾貯蓄銀行も24年 3月普通銀行匹吸収合併され,ついに長

い歴史を有する貯蓄銀行は消滅した｡

く信託会社一信託銀行> わが国の信託会社は大正11年の ｢信託業法｣制定以

後,金銭信託の伸張を中心に金融機関のなかでかなり有力な地位を占めてきた｡

しかし戦後は金銭信託が伸び悩み,さらに23年 4月に公布された ｢証券取引法｣

によって大きな打撃をこうむった｡このため信託会社は再建整備を契機に,普通

銀行業務兼営を図って23年 7月信託銀行に改組し,信託会社は消滅するに至った｡

一方,銀行法によって設立された普通銀行はこうした再編成の動きには無縁で

あったが,経済のあらゆる面にわたる戦後の改革の過程においてその影響を免れ

なかった｡まず財閥銀行は,当然のことながら財閥解体により多大の影響をこう

むったほか,商号についても財閥名称を禁じられたため,23年10月三菱は千代田,

住友は大阪,安田は富士,野村は大和とそれぞれ行名を改称した｡三井銀行と第
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-銀行は昭和18年 3月に合併して帝国銀行を設立していたが,23年10月三井 ･十

五系と第一系にふたたび分かれることにな り,三井 ･十五系は帝国銀行として,

第一系は第一銀行としてそれぞれ発足した｡その後27年12月から29年 1月にかけ

て住友 ･三菱 ･三井の各行はそれぞれ旧名称に復帰した｡

また政府が戦前の一県一行主義を修正し,新銀行の設立を認める方針を打出し

たため,25年から29年にかけて12の地方銀行が新設された｡しかし29年からほふ

たたび新設銀行を抑制する方針がとられるようになった｡

3 20年代後半の神奈川県 と横浜の経済

県内経済の復興

戦後しばらくのあいだ復興への足がか りを模索しながら混迷を続けた神奈川県

の経済は,昭和25年に勃発した朝鮮動乱による特需の発生によってようやく本格

的な復興-の足がか りをつかんだ｡全国一の基地県であり米国陸海軍の二つの極

東軍司令部が所在する神奈川県は,この動乱による特需景気の影響を強く受け,

京浜工業地帯も急速に活況を取戻した｡

神奈川県の工業は戦時中の空襲による莫大な物的被害に加え,終戦後はその存

立基盤であった軍需を失い,市場の喪失という問題に直而して,軍需産業から平

和産業への転換 とい う苦難の道を歩まねはならなか
工業生産額指数

(目許和9～ 1年 -100) った｡このため神奈川県の工業は戦後しばらくのあ

全 国 神奈川

3

4

LL)

.6

7

2

2

2

つ
i
2

資料出所 ｢神奈川県LG1-工概安｣

いだ,停滞を余儀なくされたのである｡しかし動乱

による特需ブームは県下の工業を一挙に活 気 づ か

せ,操業率は高まり生産は拡大した｡さらに動乱ブ

ームが去ったのちも,輸送用機械 ･電気機械などの

部門を中心に生産の拡大が続き,26年には戦前の昭

和 9-11年平均の水準を上回る生産をあ げ るに至

り,県下の工業は本格的な復興 ･発展の段階に入っ

た ｡
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こうして神奈川県の経済は,工業の復興発展を軸として昭和20年代末までにほ

ほほ復興を完了し,30年代に入るとともに新たな発展段階-と向か うことになっ

た｡

こうした工業の復興 ･発展を支えるためには,新たな工場用地と電力の供給が

必要であった｡とくに電力の安定的供給は,京浜工業地帯をかかえる神奈川県に

とって必要不可欠であったため,28年,県は相模川河水統制第 2次増強事業に乗

出し,30年に道志第 1･第 2の発電所を完成した｡

また工場用地は,戦前から官民協力によって,臨海工業地帯造成のための埋立

事業が行なわれてきたが,戦争末期から戦後の混乱期にかけて 一時中断されてい

た｡県下の埋立事業の戦後の第 1号として27年から川崎市を事業主体とする,川

崎市千鳥町の埋立が再開された｡ この事業は35年まで続けられ,約72万 2,000平

方メー トルの埋立地が完成した.さらに30年代に入ると神奈川県や横浜市を事業

主体とする大規模な埋立造成事業が次々と着手された｡

この間の県下人口の推移は,20年の187万人をボ トムに着実に増大し,25年に

は249万人となって19年の水準を回復し,20年代の10年間の県下人口の伸びは東

京 ･大阪に次ぐ全国第 3位の高率を示した｡

こうして,20年代における県経済の復興とその後の発展は,設備投資の増大,

事業所の拡張 ･増加とい う工業力の成長が誘因となって県外から人口を吸収し,

それが豊富な労働力となって一層工業力の発展を促すという形で進行 して い っ

主要都府県の人口の推移

表 4-6 (指数20年-loo) (単軌 千人)

20年噂
人 口r2咋指数r30年指数芦

30年時人口

県下の工業

表 4⊥7 (単位 :百万円,千人)

暦 年 r出 荷 額 】事業所数 桓業者数

昭和24

25

26

89,276 27

8′037 28

4′618 29

3′769 30

3,621 31

資料出所 ｢統計神奈川県史｣

資料Hj所 ｢統計神奈川頻史｣

注 従業者4人以上の事業所
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た｡

県下の商業も,年々商店数 ･従業者数とも増加していたが,工業のめざましい

発展ぶ りに比べれば立遅れがめだち,低調な推移であった｡その最大の原因は横

浜市の商業の復興の遅れにあったといえよう｡

横浜の経済復興遅れる

神奈川県経済が工業力の成長を足がか りに,着実な復興を遂げていた昭和20年

代後半,県の政治 ･経済 ･文化の中心である横浜市では,市の中心部と港を駐留

軍に接収されたまま,復興計画のめどさえ立たない状態が長く続いた｡

他のどの都市よりも長期かつ大規模の接収が解除に向かい始めたのは,朝鮮動

乱も終わった27年からであった｡同年から翌28年にかけて,まず市の中心部から

接収解除が始まり,30年に至ってそのほとんどが解除された｡

人口は終戦の年の62万人から徐々に増加していたが,そのテンポは緩慢で,よ

うやく100万人を突破して19年の水準まで回復したのほ,接収解除が始まった27

年になってからであった｡

この間,市の中心部を奪われた横浜の商業は沈滞を余儀なくされていた｡市内

の商店街は日用品中心の小さな商店や露店が軒を並べるにすぎない状況が続き,

25年以降になってようやく商店街としての整備が緒についた程度であった｡

横浜の百貨店が本格的な営業活動に入ったのは,野沢畳の接収が解除された30

横浜市中心部の接収地 (横浜市広報課所蔵) 年からであ

り

,長期にわたる市中心部の

接収は戦前の商店が旧位

置に復帰して近代的な商店街を

形成するのをおよそ10年遅らせ

たといわれている｡30

年の6大都市の百貨店の業容からみて
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表 4-8 6大都市百貨店の業況 (昭和30年)

庭京(区内)座 浜F名古屋]京都匡 阪r神戸
店 舗 数

売場面積 (平方メート′レ)

人口-人当たり売上高 (円)

売場面積-平方メートル当たり売上高(円)

4 4

資料出所 ｢戦後横浜経折十年史｣

こうして他都市に比べ近代的な商店街や百貨店の活動は大幅に遅れたものの,

その規模は着実に拡大していた｡25年に 1万5,000盾だった商店数は,31年には

2万2,000店と48%増加し,従業者数も4万3,000人から8万2,000人へと92%

の増加であった｡しかし商店数は31年になってようやく戦前のピークであった14

年の水準に達したにすぎなかった｡

一方貿易港としての横浜港の復興もはかばかしくなかった｡昭和 9-11年平均

の輸出数量は117万5,000トンであったが,20年代にはついにこの水準まで回復す

ることなく,30年でも89万3,000トンと昭和 9-11年平均の76%の取扱量にすぎ

ず,輸入もほぼ同じ低水準にとどまった｡また全国貿易総額に占める横浜港の輸

出入額の割合も,戦前は輸出24-28%,輸入24-25%であったが,20年代には輸

出20%,輸入22%とそれぞれ低下した｡こうした横浜港の不振の原因は,港の按

収解除が始まったのが27年であったことを考えれば,接収が大きな原因となって

いたことは明らかであった｡

表 4-10 横浜港の貿易 (単位 :億円,%)

表 4-9
横浜の工業

(単位:億円,千人〕 暦 年

暦 年j出荷額 l工 場 数 F従業者数

輸 出 輸 入

全国シTア

全国シェア資料出所 ｢戦後横浜経済十年史｣ 資料出所 ｢戦後横沢
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このような商業と貿易の不振に対し,工業は戦後しばらくのあいだ低迷を続け

たが,25年ごろから復興の過程に入 り,朝鮮動乱をきっかけにその速度を早め,

20年代中に戦前水準を回復することができた｡これを25年から30年にいたる間の

工場数 .従業者数 ･出荷額などの推移でみると,工場数は1.3倍,従業者数は1.2

倍,出荷額は3.1倍-とそれぞれ増大した｡さらにこのような規模の拡大と同時

に,輸送用機器 ･電気機器 ･金属 ･機械 ･食料品 ･化学などが横浜工業の中核業

種としてその比重を高め,重化学工業化が推進されていった｡

しかしこの程度の工業力の成長だけで,横浜の経済を発展に導くことは不可能

であり,その結果横浜市の経済復興は,他都市に比べ大幅に遅れることになった

のである｡

第 2節 吉村頭取の就任 と30周年

1 経営体制の刷新

吉村成一第 5代頭取に就任

昭和23年中に新旧勘定の統合を果たし,新資本金を 1億円として,その再建整

備をひとまず完了した当行は,翌24年に入ると経済基調の転換に伴 う体制の刷新

･整備に取組むことになった｡戦争末期から戦後の混乱という多事多難の時期を

当行の経営にあたった柳沢頭取は,再建整備の完結を見届けた うえ機構刷新の準

備を整えて,24年12月,頭取の職を大蔵省金融局保険証券課長,横浜税関長など

を歴任した古村成一一に引継いだ｡

吉村新頭取は就任後,前頭取の方針をふまえながら,当行経営の一層の健全化

を図るとともに県下唯一の地元銀行としての重責を全 うする,との経営方針を明

らかにし,ただちに業務機構の改革,人事異動による人心の一新に着手した｡
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機構改革と役員の異動

昭和24年度からドッジ ･ラインが実施されたが,これによる財政引締めは企業

に厳しい合理化を迫るものであった｡金融機関においても,預金増強 ･貸出内容

の再検討 ･経費の節減などの合理化努力がこれまで以上に必要となり,そのため

の経営体制の整備充実が急務となった｡このため当行では7月,柳沢頭取の命に

より大山綱夫取締役を委員長とする機構改善調査委員会が設置され,本部機構と

その業務分担についての検討を重ね,翌 8月答申書を作成した｡引続きこの答申

書の審議が行なわれ,ようやく11月にほぼ機構改革の成案をみるに至 り,翌25年

1月吉村頭取によって新体制-の移行が実施された｡

この機構改革は,当行の経営体制の近代化-の第一歩ともいうべきものであり,

その後の当行の経営のあり方を方向づけた点で大きな意義を持つものであった｡

まず常務取締役の業務分担制と重要事項についての合議制が明確にされ,これ

により各常務取締役の権限と責任の内容が明らかとな り,事務処理の迅速化が図

られることになった｡

なお翌年 8月には取締役会の法定化に伴い内規が改訂され,重役集会は常務会

として制度化された｡

25年 1月に定められた常務取締役の業務分担は次のとおりであった｡

第一部業務 検査部 ･総務部担当 1名

第二部業務 人事部 ･文書部担当 1名

第三部業務 審査部 ･管理部担当 2名

常務取締役の業務分担制の実施と同時に本部機

構の改革も行なわれた｡秘書室が新た に設 け ら

れ,これに伴って文書部秘書課は同文書課と改め

られた｡新設された秘書室は取締役会 ･重役集会

の事務を受持つとともに,経営スタッフとしての

役割をも持つものであり,組織が未分化の状態に

あった当時として,こうした経営中枢に参画する

組織を設けたことは画期的なことであった｡また

本部機構

表 4-11 (昭和25年 4月)

秘 書 室

人 事 部

(人事課 ･厚生課)

検 査 部

総 務 部

(総務課 ･経理課 ･調査課)

審 査 部

(審査第一課 ･審査第二課)

管 理 部

(管理第一諌 ･管理第二諜)

文 書 部

(文書課 ･庶務課 ･株式課)
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従来の業務部を総務部 と改称するとともに,預金増強部を廃止し預金増強の企画

立案は総務部総務課が担当することになった｡さらに業務部の一課であった審査

課を独立させて審査部とし,部内に2課を設けて急増する貸出に対する審査機能

の拡充強化を図った｡

次いで4月には人事部に人事課と厚生課の2課が設けられ,文書部内に株式課

が新設された｡

こうして当行の本部機構は6部 1室12課となり,本部機構の新体制 が 確 立 し

た｡なお同時に人事の大異動が実施され,行内の人心一新が図られた｡

また25年 4月,大幅な役員の異動が行なわれた｡ 6行合同に尽力し,さらに戦

後の経営にあたった専務取締役上村春馬が辞任し,取締役安見尚俊,大山綱夫が

常務取締役に昇格,従来からの常務取締役後藤務,岡崎亮一とともにそれぞれの

業務を担当することになった｡また行外から野村洋三を取締役に迎えたほか,敬

締役 ･監査役の交代が行なわれた｡

2 創立30周年

祝賀式典と記念行事

昭和25年12月16日当行は創立30周年を迎えた｡本店で挙行された祝 賀式 典 に

は,役員 ･支店長はじめ,旧役員 ･諸先輩など約 170名が参列した｡設立以来30

年の歴史はまさに試練の歴史であったが,その努力の結晶として,当行は資本金

1億円,預金高 100億円,店舗78,行員 1,600余名という成長した姿で30周年を

迎えることができたのであった｡

なお祝賀式典では20年以上の永年勤続者78人の表彰が行なわれたが,このうち

30年勤続者が10名含まれていた｡これら10名の永年勤続者はまさに設立以来の当

行の歩みをみずから体験してきた人々であった｡ここにその名をとどめておく｡

原山柳太郎,寺西幸雄,山口重雄,岩下昇,出辰生,山崎鍬次郎,松島喜作,

五島浜四郎,根本良夫,根岸清五郎

また30周年を記念して,初めて当行の行史 ｢横浜興信銀行三十年史｣が編纂さ
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れた｡この三十年史は設立から昭

和25年に至るまでの当行 の発 展

と,さらには七十四銀行の整理の

過程を克明に記録した もの で あ

り,これによってわが国銀行史上

きわめて異例な銀行整理の全貌と

その整理遂行の重責を担って苦闘

した当行の姿が,初めて内外に明

横浜興信銀行三十年史らか

にされたのであった｡こうして当行はこの30周年をひとつの区切 りとして,新

しい歴史をつくる第一歩を踏出すことになった｡

日本銀行借入金の未済当行設立の目的であった七十四銀行の整理は,すでに10

年前の第 3次整理によって実質的に終了していたが,これにかかわる日本銀行か

らの借入金の返済をその後も続けていた｡そして30周年を迎えた昭和25年 5月,

これを完済する日がついにきたのである｡当行は,じつに30年間にわたって背負い

続けてきた重荷からようやく完全に解放されたのであったが,この間,忍びが

たきを忍んで整理に努めた諸先輩の労苦は,筆舌に尽くし

がたいものがあった｡なおこれに先立つ24年 6月19日,当行元頭取井坂孝が死

去した｡井坂は七十四銀行の整理相談役として当行設立に参画し,副頭取 ･頭取

を歴任し,七十四銀行整理に献身的な努力を傾け, 6行合同の実現など当行の発

展に尽くすとともに,東京瓦斯社長 ･日本工業倶楽部理事長などの要職もつとめ,中央財界でも大き
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第 3節 飛躍-の体制づ くり

1 経営近代化-の努力

諸制度の改善

昭和20年代後半の当行は,日本銀行借入金を完済し,ようやく飛躍へのスター

トを切ることになったが,業界内の地位はまだ低 く,地域経済も停滞を脱しきれ

ず,もっぱら経営内部の体制整備に力を注いだ時期であった｡

当行は,経営の近代化を進めるにあたってまず経営体制の確立を図り,常務取

締役の業務分担制 と重要事項に対する合議制を定め,同時に経営陣の強化刷新を

行なったが,つづいて25年上期中に独立採算制の実施と経費予算枠の設定とい う

二つの施策を実施した｡

独立採算制を採用したのはこれが初めてではなかったが,従来は ｢本店｣とし

で営業部と本部の経理が同一勘定で行なわれるなど,かなり大まかなものであっ

たため,その不合理な面を改め,厳密な独立採算制を実施したものであった｡そ

の後もこの制度はさらに改善が重ねられたが,当行の経営管理のなかに明確に取

入れたのはこのときが最初であった｡

一方経費予算枠の設定は,経費節減の面から強く要請された問題であった｡経

費の予算制度は早 くから実施していたが,その運用は実績中心であったため,こ

最初の事務規定 れを改めて

,

前年同期の実績額 ･預金平

残 ･行員数 ･為替料などに

基づく一定基準により予

算額を算出し,これにより

予算枠を設定した｡今からみ

ればこの算定基準自体きわ

めて大まかなものではあっ

たが,当時としては注目を
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あり,独立採算制の実施とともに,行内に合理化 ･近代化への努力を認識させる

のに大きく役立った｡

さらに25年から27年にかけて事務取扱手続き統一化の試みがなされた｡事務取

扱手続きの統一化は,昭和16年の6行合同の際にその必要が生じ,規定制定の準

備がいったんは進められたが,戦争の激化とこれに伴 う人手不足,戦後の混乱な

どにより作業は中断されていた｡したがって,新入行員は先輩行員から口伝えに

よって事務の取扱いを学び,支店によってそれぞれ事務の取扱いが異なるという

状況にあった｡こうした事態を改善するため,調査課を中心に規程の制定が進め

られ,｢預金｣｢出納｣｢貸出｣｢為替｣の各事務規定が逐次完成されていった｡し

かし,このとき作成された規定は各店で行なわれている事務手続きのうち,最も

一般的なものを基準としてまとめたものであったため,事務取扱いの指導書的な

扱いがなされた｡

この規定の作成によって,当行の事務取扱手続きの統一化は一歩前進し,従来

の口伝えによる事務の習得とい う非近代的方法から,規定による体系的な事務の

習得へと変わることになった｡

営業店管理の面における近代化についても,その必要性が認識されるようにな

り,その試みとして二つの制度が新設された｡

まず27年 7月,本支店勘定改善委員会が設けられ,総務部長山口重雄を委員長

とし以下11名の委員によって本支店勘定の本部集中決済方式の採用が審議され,

同年12月 ｢本支店勘定事務処理要項｣が完成,28年 3月から実施された｡これは

支店相互間の単純決済方式では管理できなかった本支店勘定取引の内容を本部で

管理することにしたものであり,同時に支店の事務負担軽減を図る狙いを持つも

のであった｡

もうひとつは,営業成績優秀店表彰制度の新設であった｡預金増強関係の表彰

制度は従来から設けられていたが,新設の表彰制度は営業店の成績を総合的に捉

えて表彰するというもので, 27年 12月,初めてこの制度による表彰が行なわれ

た｡このときの表彰の基準は主に経常収支率であった｡やがてこの制度は多くの

改善が加えられ,営業店表彰制度の中心となっていったが,この制度は独立採算
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制の採用とともに,支店の営業努力の日を預金増強ばか りでなく,資金の効率的

運用,経費の合理的使用にも向けさせることになった｡

機構改革と業務合理化懇談会の設置

昭和25年 1月の機構改革以後も,業容の拡大や業務の合理化に伴 う組織機構の

充実 ･改組が相次いだ｡まず,26年 1月審査部を第一から第三までの3部に分割

し,審査部門の拡充強化を図った｡さらに29年 5月には従来総務部内の1課であ

った経理課を独立させて経理部を新設した｡そしてこれ以後経費節減運動は一段

と強力に推進されていくようになった｡

27年12月,預金増強のための情報網が行内に初めて組織され,28年下期から融

資先の資金 トレースや駐留軍労務者の退職金獲得のための情報収集などに活用さ

れ始めたが,この実績をふまえて30年 9月,業務郡内に預金推進本部が設置され

情報活動の整備拡充が図られた｡

29年には労務管理面でも充実強化が行なわれ,人事部に総務課が設けられた｡

当行は,従来から企業の発展には労使の協調が必要であるとの考え方に基づき労

使交渉を進めてきたため,従業員組合との関係は比較的平穏であったが,29年 7

月の賃上げ要求において,定例給与の13%引上げの要求をめぐって交渉が難航し

た｡この年は全国銀行従業員組合連合会の決定に基づき,多くの銀行の組合が10

-20%の大幅な要求を提出した年であったが,厳しい金融引締めのなかで不況が

深刻化し失業が増大する状況下にあったため,各銀行ともその交渉は非常に難航

し,不幸にしてス トに突入した組合も多かった｡当行も厳しい情勢下で業績が低

迷した時期であったため話合いがつかず,労働協約に従ってこの解決を第三者で

ある神奈川県地方労働委員会の斡旋に求め,最終的には労使双方とも斡旋案を受

入れてようやく解決をみることになった｡争議行為は避けえたものの,こうした

労使間の問題を第三者の斡旋にゆだねて解決したことは当行創立以来初めてのこ

とであり,労務対策の重要性が改めて認識され,人事部に総務課が設けられ以後

同課を窓口として労使協調路線が進められることになった｡

こうして本部各部の機能が拡充されるに伴い,経営近代化を推進するには各部
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門間の調整が問題となり,そのための機関が必要とされたため,29年8月,当行

では初めての部門間の協議の場 として企画委員会が設けられた｡委員は各部次 ･

課長クラスの中堅幹部によって構成され,広範囲の議題について協議を重ね,本

店分室の設置 ･表彰制度の改正 ･預金情報網の強化 ･特別預金増強運動などを具

体化するなど,経営全体の立場に立った施策が企画 ･立案 ･協議された｡

しかしたんなる協議 ･研究機関としての企画委員会では実行力に乏しいとい う

点に問題があり,30年11月にはこれを改組して業務合理化懇談会が新たに発足す

ることになった｡この業務合理化懇談会は,頭取を会長とし,各役員 ･部長 ･次

長をメンバーとし,ここで協議し合意を得た事項については頭取名をもって主管

部に対し検討を命じ,主管部は細目決定のうえ,組織機構に従ってこれを実行に

移すという強力な組織であった｡

こうして経費節減 ･店舗の配置転換 ･支店の新設方針の決定 ･人員の適正配

置 ･事務 機械化計画 ･特別預金増強運動 などが この懇談会で協議決定をみたの

ち,逐次実行に移されていった｡

こうして当初から懸案となった問題はいずれも解決をみるに至ったので,32年

4月業務合理化懇談会は解散された｡そしてこれに代わって新たに正式な組織と

しで常務会事務局が設置され,引続き合理化案の策定,各部間の連絡調整にあた

るとともに取締役会および常務会の事務局を担当した｡当時の当行の状況は,普

だ 純然たるゼネラルスタッフ部門を設ける段階ではなかったが,常務会 事務局

は,将来を展望しつつ当面の情勢に備えるとい う意味から設置されたもので,事

務機関的な面も多分に持合わせながら,同時にやがて設置されるべきゼネラルス

タッフ部門の母体となるものであった｡

事務の合理化

わが国経済の発展に伴って,銀行取引は拡大し,取引量の急増から必然的に銀

行の事務量は膨張した｡当行も例外ではなく,この時期には増大する事務量に対

する合理化対策が経営上の重要な課題のひとつとなった｡そしてさらにこれを一

歩進めて,顧客サービスの充実 ･経営の計数管理化をも目指す意図のもとに,辛
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-ニッ Tlシステムの導入 務組織の合理

化,機械の導入による事務の近代化の必要

性が認識されるに至ったが,それが緒についたのは昭和2

0年代後半であった｡まず事務

組織の合理化につ い てみ ると,当行は28年

ごろからその導入について検討していた

テラーシステム (当時はユニットシステム

と呼ばれた)を29年 2月から小田原

･鎌倉の2か店の普通預金業務に導入し

た｡このときのテラーシステムは機械の

導入を伴わないきわめて単純なものでは

あったが,事務組織合理化の第 1号として大きな

意義を持つものであった｡さらに30年 2月には普通預金記帳会計機 2台を初め

て購入し,横須賀 ･平塚両支店に設置したが,この結果完全ユニットシステムの

有効性が明らかとなり,積極的に事務の機械化に乗出すことになった｡その進め

方について検討を重ねたのち,預金部門の機械化に重点をおき,25か店を機械化

するとい う事務機械化 3か年計画を策定した｡この計画は31年下期を第 1期とす

る3年間に,普通預金会計機22台,当座預金会計機 8台など全部で14機種97台の

機械を導入するという当時としては相

当意欲的なものであった｡こうして当行の事務機械化は幕開け

のときを迎えたのである｡事務の機械化と並んで,この時期に着手された大事

業に事務規程の整備改訂作業があった｡27年に当行では事務取扱手続き統一化の

試みとして事務規定を作成していたが,この間事務量は増大し続け,また機械の

導入も始まっていたため事務規程の全面的な整備改訂が急務となっていた｡30年

4月に監査役太田謙治郎が事務規程改訂委員長を委嘱され,さらに幹事 2名,諮問委

員11名,起草委員36名が相次いで発令されて,6月から作業が開始された｡

整備 ･改訂の対象となった規程は営業事務全般のほか,計算 ･庶務 ･経理事務など
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かに新たに制定を要するものもあって,作業は当初の予想以上に長期間を要する

ことになった｡この間委員長は太田謙治郎から監査役探瀬哲治,同石井寛二へと

引継がれ,メンバーも逐次交替して,ようやく完成をみたのは34年10月であり,

実に4年以上を費す大事業となったのである｡

31年 2月の ｢総則編｣を皮切 りに ｢貸出事務｣,｢為替事務｣,｢預金事務｣,｢外

国為替事務｣,｢代理 ･保管事務｣,｢庶務 ･株式事務｣,｢出納事務｣,｢定期積金集

金および監査事務｣,｢計算 ･経理事務｣が逐次制定実施されて,当行の事務はこ

れにより初めて完全に体系化されるに至った｡

2 資産再評価 と調整勘定の整理

資産再評価

戦後の激しいインフレによる貨幣価値の下落によって生じた企業会計上のゆが

みを修正するために,固定資産などについて再評価する問題は昭和23年ごろから

検討されていたが,賛否両論が対立して結論を得ないままになっていた｡しかし

24年にシャウプ使節団が釆目し,資産再評価の全面的実施を勧告するに及んで具

体化し,25年4月税制改革の一環として ｢資産再評価法｣が公布施行された｡こ

のときの再評価の実施は2次にわたって行なわれたが,企業の任意としたため先

行きの収益の見通し難,再評価税などの諸問題がからみ実施は低調に終わった｡

当行は25年 7月の取締役会において, 営業用動不動産のうち建物および什器

(ただし金庫のみ)について配置転換予定のもの,陳腐化したものなど特別のも

のを除き,おおむね限度額まで再評価を実施する,営業用土地および所有動不動

産については実施しないとい う基本方針を決定した｡この基本方針に基づき再評

価額を算定して実施計画を立案し,同年 8月取締役会の決定,臨時株主総会の承

認を得たのち､25年 4月 1日を基準日としてこれを実施したO

その内容は次のとお りであった｡再評価対象資産は1,730万円から9,960万円

に再評価され,25年 9月末の貸借対照表上に8,230万円の再評価漬立金を計上し

たが,これは資本金の82.3%に相当する額であった｡この結果,営業用動不動産
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の再評価実施後の簿価は 1億 3,658万円となり,再評価限度額 1億 6,083万円に

対し84.9%の実施率となった｡

25年上期決算における地方銀行54行全体の再評価積立金総額は25億 2,300万円

で,これは資本金総額39億 8,100万円の63.4%に相当した｡当行の場合は82.3%

であ り,かなり積極的な再評価であった｡

資産再評価の問題はその後も多くの論議を呼び,28年 8月資産再評価法の一部

を改正して第 3次資産再評価が実施されたが,予期した結果は得られなかった｡

そこで政府は資産再評価を強制的に実施させることにし,29年 6月 ｢企業資本の

充実のための資産再評価等の特別措置法｣を公布施行した｡

このため当行は29年 8月,再評価の対象は建物のみとするが,改築 ･処分等の

予定されているものおよび陳腐化したものについては対象からはずす,また再評

価は限度いっぱい行ない,再評価実施率は約95%とするなどの基本方針を決定し,

29年 4月 1日を基準日としてこれを実施した｡

再評価対象資産の簿価は, 1億3,837万円から1億9,599万円に評価替えされ,

評価差額 5,762万円を生じた｡この結果,29年 9月末における当行の再評価積立

金は,1億 3,218万円となった｡ また再評価資産の再評価後の簿価総額は3億

957万円とな り,これは再評価限度額 3億2,512万円の95.2%に相当するものであ

った｡

なおこのときの地方銀行全体の再評価実施率は94.9%であった｡

調整勘定利益金の分配と調整勘定の閉鎖

資産再評価はいわば企業会計画での戦後の跡始末であったが,銀行には戦後の

始末をつけなければならないもうひとつの問題が残されていた｡それは再建整備

の跡始末ともいえる調整勘定の整理であった｡

戦時補償打切 りに端を発した金融機関の再建整備は,金融機関再建整備法に基

づいて実施されたが,それは株主および債権者に多大の犠牲を強いるものであっ

た｡したがって新旧勘定合併後,旧勘定に属していた資産負債の整理に伴って生

ずる利益は,合併勘定と区分し別に調整勘定を設けて経理しなければならないと
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されていたのである｡そして旧勘定に属した資産負債の整理が完了したとき,普

たは損失の負担をした債権者に対し負担額の全額ならびに利息を調整勘定利益金

か ら分配したときには,大蔵大臣の認可を得てこの調整勘定を閉鎖することが定

められていた｡

このため各行 とも旧勘定に属した資産負債の整理を進め,27年には大部分その

整理を完了していた｡その結果,調整勘定の残高はしだいに増加し,27年上期末

の普通銀行全体のその利益金総額は62億 6,700万円とな り,一部の銀行では利益

金の分配が可能となったため,同年12月中間分配を認める旨の銀行局長通牒が発

せ られた｡

27年下期天 6,580万円の調整勘定利益金を計上した当行 も, この中間分配を行

な うことを決め,28年 4月債権者審査会を開催してその同意を得たのち大蔵大臣

の認可を得た｡そして 5月 1日,調整勘定利益金の第 1回分配 として,確定損を

負担した債権者に対し,その負担額 1億 2,332万円の53%に相当する6,536万円

を中間分配した｡

その後も当行は引続き旧勘定資産 ･負債の整理に努めたが,31年 9月に日本興

業銀行が旧興業債券に対する分配を行なったため,当行 も2,791万円の分配金を

受け,これにより調整勘定 表 4-12 調整勘定の処理

の利益金は大幅 に 増 加 し

た｡またそのころ,旧勘定

資産に属する営業用不動産

の一部が区画整理による移

転や配置転換によって不要

とな り,これらの処分益と

再評価積立金の取崩しを加

えれば調整勘定利益金はお

よそ 8,300万円となること

が明らか となった ｡

一方確定損を負担した債

(単位二千円〕

注
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権者の負担金額の残額はおよそ6,200万円であり,23年4月 1日から利益金分配

日までの利息相当額を加算しても全額支払は可能となった｡そこで31年11月,債

権者審査会を開催して調整勘定利益金分配に関する同意を得たのち,大蔵大臣に

認可申請を行ない,調整勘定の閉鎖日を12月20日と指定された｡

こうして当行は31年12月20日,整理債務の債権者に対し,打切 り債務の残振全

部とその利息相当額の利益金分配を行ない,調整勘定を閉鎖して,戦後の再建整

備を完了した｡

なお地方銀行の一部にはこれより早く調整勘定を閉鎖したところもあったが,

大部分はこの31年下期中に閉鎖を行ない,この期をもってすべての地方銀行が調

整勘定を閉鎖した｡

3 業容拡大-の試練

朝鮮動乱前後の業況

昭和20年代前半の涯乱期の当行業容は,インフレーションによって名目的には

大幅な伸びを示したものの,都市銀行 ･地方銀行の伸びと比較すれば相対的には

不振といわざるをえない状況であった｡しかし20年代後半に入り朝鮮動乱に伴 う

特需景気によって失地回復の動きを示し,とくに26-27年の預金の伸びは戦後

初めて普通銀行平均を上回った｡この結果24年下期末の普通銀行中の総預金シェ

ア1.09%は,27年下期末には1.25%に上昇し,地方銀行車の順位も8位から6位

-と向上した｡

こうした預金の好調をもたらした最大の要因は,朝鮮動乱の特需を背景にした

地元経済の活況であり,これは横浜に第8軍司令部があったことから神奈川県へ

の影響が他の地域に比べ大きかったためである｡さらにもうひとつの要因として

定期預金とくに割増金付定期預金の大きな伸びがあげられる｡

当行の総預金に占める定期性預金の割合は,24年下期末で15.6%(都市銀行23.3

%,地方銀行32.3%)であり,当行の定期性預金の ウエイ トは これまで一貫し

て低かった｡このため25年から定期性預金の増強に的を絞った預金増強運動が展
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開され,定期積金 と割増金付

定期預金の両面か ら増強策が

推進 された｡

定期積金は金額的に飛躍的

に増加するとい う性質のもの

ではなかったが,行内に定期

性預金増強の必要性を認識さ

せるとともに,新規取引先を

開拓した とい う点で効果をあ

げた｡

一方割増金付定期預金は23

年 7月 ｢割増金付貯蓄の取扱

いに関する法律｣が公布施行

され,各銀行独 白の立場で こ

れを取扱 うことができるよう

総預金に占める定期性預金の割合

表 4-13 (単位 .%〕

期 末F当行恒 撃
昭和24下

25下

26下

27下

残高の増加画
722㌻ 407 4.17

資料出所 ｢全国銀行財務諸表分析｣

定期預金中に占める割増金付定期預金の割合

表 4-14 (単位 .百万円,%)

当 行 l 全 国 銀 行

定期預金摩諾錦構成車 期預金摩競錬 成比

増加画 323】4･25 r 2･

資料出所 ｢金融統計月報｣

割増金付定期預金の変遷

昭和19年の第 1回の割増金付定期預金は

100円を1口として,2年定期,確定利率は

3分とし特等 1万円から2等100円の割増

金が付いていた｡戦後になって当時の物資

欠乏時代に対応して,割増金に代えミシン･

サッカリン･石鹸などを賞品にした時期も

あった｡23年に各行が独自の商品を扱える

ようになって以降,各行はそれぞれのネー

ミングによって競合した｡

当行も24年4月 ｢福禄定期預金｣として

2億円を発売した｡1年 定期で1ロ1,000

円,割増金は特等10万円から6等50円とな

っていたが,最初は抽せん器も借物,抽せ

ん方法も不案内で担当者が苦労したとい う

話も残っている｡その後,預金者の要望に

応えて期間が6か月となったり,特等が50

万円となるなどの変遷はあったが,インフ

レ時代にマッチしたこともあって爆発的な

伸びとなり,ピークには1回の発売額22億

円,年間では102億円に達し,残高も60億

円あまりを示した｡一方抽せん会も当初は

本店会議室があてられたが,やがて県下各

地の一･流劇場を舞台に,有名芸能人を迎え

て華やかに開かれるようになった｡



180- 第 1部 試練の時代

になったもので,当行も24年 4月に独自の割増金付定期預金を ｢福禄定期｣と名

付けて募集に乗出した｡募集の結果は順調で,以降回を重ねるにしたがい募集金

額を逐次増加させていった｡この結果当行の割増金付定期預金の残高は25年下期

末の14億 2,300万円から27年下期末には60億 5,100万円とこの間4.25倍の伸びを

示し,同期間の全国の銀行の伸び率2.71倍を大きく上回るとともに,定期預金に

占める割増金付定期預金の割合も69,7%まで高まった｡

一方貸出の面では,24-25年ごろから産業資金が民間依存-と変化するに従っ

て,金融機関-の資金需要が増大しつつあったが,朝鮮動乱の発生がこの傾向を

一層強めた｡動乱後の反動と世界的な景気の低迷によって貿易 ･繊維などの業界

は大きな打撃を受け,これを中心に不況色が強まり滞貨 ･救済資金の需要が起こ

った｡さらにそのうえこのころから企業の近代化投資が活発化したため資金需要

は一層盛上がった｡

当行の貸出は,戦時中の金融統制によって偏った資金運用を余儀なくされ,終

戦直後の預貸率は32.8%にすぎなかったが,戦後は一貫して預金の伸びを上回る

貸出を行なって,24年下期末の預貸率は69.8%に達した｡

このように当行は好調な預金の伸びに支えられ,旺盛な資金需要に応えて貸出

を伸ばす一方,その間中小企業金融対策の実施,繊維恐慌に際しての救済融資な

ど地元-の配慮にも万全を期した｡中小企業金融対策は中小企業年末資金融資 ･

中小企業振興運用資金の受託融資 ･組合方式による定期積金担保貸付などを内容

とするものであり,とくに年末資金融資は別枠資金を設けて実施したため好評を

得て,25年12月に実施以降毎年実施されることになった｡

表 4-15 主 要 勘 定
(単位 二百万円,%)
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また貸出額の増大に合わ

せて審査体制の充実や専決

基準の改訂なども進められ

たが,26年の ｢資金運用基

準｣の策定は当行が従来か

ら一貫してとってきた資金

運用の健全性の維持を図る

主要勘定の増加状況

(昭和24年下期宋/27年下期末)

表 4-16 (単位 .倍,%〕

資料出所 ｢全国銀行財務諸表分析｣ための大きな施策であった｡この基準によっ

て総貸出は総預金の70%程度,有価証券は25%程度との原則が定められたほか

,預金増加額の貸出 ･有価証券-の限界的な資金配分基準も定められ,そ

の後の資金運用の基礎が固められた｡こうして25-27年の3年間の貸出の伸びは

3.3倍となり,預金と同様,都市銀行 ･地方銀行の伸びを大幅に上回り,残高は

193億円に達した｡また貸出の伸びが預金の伸びを上回ったため預貸率も上昇し

,資金運用基準で定めた70%をやや上回る結果となったが都市銀行 ･地方銀行と比較してなお低水準にあり,健全性

堅持の姿勢は貫きえたといえよ

う｡しかし,この時期の当行

の融資構造は他行に比し製造業 ･

卸小売業の比率が低く,反面建

設･不動産などが高いなど必ずし

も当時の産業構造の実態に合っ

たものとはいいがたい状況で

あった｡しかも固定的な資金を

必要とする業種が多いため,効

率的な資金運用の面からみれば

難点があり,また県内への進出

が増加しつつあった大企業との

取引も比較的少ないなど,運用

資産の堅実性の面でもやや問題を含

貸出残高の業種別構成比

(昭和26年下期末)表 4-17

(単位 :%)合 計 lOO
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衣,貸出残高の伸びに比べその基盤は必ずしも強固とはいえなかった｡

このため当行の融資体質を改善する努力が,以後懸命に続けられることになっ

た｡

繊維恐慌の発生と救済融資

朝鮮動乱ブーム後の反動恐慌は,各地で繊維商社の倒産を続出させたが,昭和

26年 9月福井の西野産業の破綻に始まった繊維恐慌は,福井と密接な取引関係に

あった横浜にも波及し,同年11月小泉商店,横浜内外繊維などの大手をはじめそ

の他中小織維商社が相次いで整理に入った｡当時横浜の繊維商社のあいだでは信

用取引が極度に膨張していたこともあって, 1社の破綻はただちに数社の破綻を

呼起こし,このため横浜市内の繊維商社のほとんどが倒産の危機に直面すること

になった｡さらにこの影響は福井 ･金沢 ･川俣などの各地の網 ･人絹織物の産地

にも少なからぬ打撃を与えることが予想された｡

そこで時の神奈川県知事,横浜市長,横浜商工会議所会頭などの有力者は繊維

商社の安定を図るため,横浜銀行協会および市内各銀行に対して至急救済融資を

行なうよう要請し,さらに日本銀行横浜事務所長も協調融資の斡旋に乗出した｡

要請を受けた当行はじめ関係銀行は,合議の結果協調融資を決め,同年末から翌

年初めにかけて相当巨額の資金放出を実行した｡この救済融資の実施によって,

恐慌状態からほ一応脱したものの,業況の根本的な回復はみられず,これら関係

企業の不振は長く続いた｡当行は地元銀行の立場からその後も引続いて支援を行

なったが,環境は厳しく当行1ヨ体の経営にも大きな影響を与え,こののち当行は

苦境に立つことになった｡
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このように動乱ブームの反動による繊維恐慌は局地的なものではあったが,当

行にとってほ,その支援策がのちにまで尾を引くことになった｡さらに動乱の反

動による影響は繊維のみにとどまらなかった｡神奈川県は特需の恩恵を最も大き

く受けただけにその反動もまた激しく,急速な需要の減退に耐えきれない企業も

多かった｡当行は,これらの地元企業に対しても状況に即応した協力を行なった

が,景況ははかばかしくなく,それら地元への支援策がその後当行の業績不振の

要因ともなり,当行は重荷を背負って苦しい道を歩むことになった｡

業績の低迷とその打開への努力

昭和26-27年と比較的順調に業容拡大を続けてきた当行は,28年上期を境に業

績の停滞に苦悩することになった｡

その要因は,動乱ブームの反動によって不振に陥った取引先が続出したことに

もあったが,預金面では公金預金の減少,福禄定期の頭打ちによる定期預金の低

迷が直接の要因であり,また貸出面では地域の産業構造が重化学工業化を進める

なかで,それ-の対応の遅れや運用資金量の不足などがあげられる｡

公金預金の比重はすでに26-27年から低下傾向を示していたが,金額的にも28

年上期をピークに減少をたどり,預金低迷の大きな要因となった｡また福禄定期

は27年 6月に割増金の最高額の規制によって100万円から50万円に引下げられ,

さらに翌年の法律改正によって射倖性が薄められたことをきっかけに頭打ちとな

った｡その結果,福禄定期の残高は28年以降横ばいで推移し,定期預金に占める

比率は大幅に低下した｡こうした割増金付定期の頭打ち傾向は全国的なものであ

ったが,他行が射倖性の高

いものから確定利付へと預

金者の選好の変化に対応し

普通定期によってこれをカ

バーしたのに対し,当行は

定期預金増強マイソドがや

や不十分で,その切替えの

定期性預金の増加状況 定期預金に占める割増

(昭和27年下期末- 1) 金付定期預金の割合

表 4-18

l29年下車 年下期

当 行

都市銀行

地方銀行

資料出所

｢全国銀行財務諸表分析｣

表4-19 (単位 :潔)

期 末 】当 行 r全国銀行

5

9

3

2

0

2

8

2

7

′0

4

3

資料出所 ｢経済統計月報｣
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預金の増加状況 貸出の増加状況 対応に遅れがあったとも考
(昭和27年下期末- 1) (昭和27年下期末- 1)

表 4-20

129年下軸3嘩 下期

当 行

都市銀行

地方銀行

表 4-21

129年下期｣31年下期

190 当 行

2.50 都市銀行

2.00 地方銀行

資料出所

｢全国銀行財務諸表分析｣

資料出所

｢全国銀行財務諸表分析｣

えられる｡

この結果 28,29年 の預

金増加率は戦後最低を記銀

し,前 2年 と大きく異なる

様相を示した｡この間,28

年下期から国際収支の悪化

を要因とする強力な金融引締めが行なわれて金詰まりの様相が強まり,全般的に

預金の伸びは低下していた｡このような外部環境の悪化に加え,当行には前記の

ような要因があ り,さらに内部体制の立直し,合理化の推進など経営体制の強化

を重点的に推進せざるをえない状況にあったことも,他行以上の不振を余儀なく

された要因であったとみられる｡

貸出の面でも預金の不振による資金量の不足から停滞せざるをえず,預金と同

様戦後最低の伸びとなった｡金融引締めを反映して,県下に進出した大企業から

の新規申込みもあったが,動乱ブームの反動以降,なお業績不振の続く地元企業

-の赤字融資で手いっぱいとい うのがこのころの実情であった｡こうした運用資

表 4-22 主 要 勘 定
(単位 :百万円,%)



第 4葺 飛躍-の基礎固め- 185

金量の低迷に加えて,債権内容の悪化により収益状況は非常に厳しく,27年から

29年にかけ当行の利益はほとんど横ばいで推移した｡

このように28-29年は当行の歴史における最後の試練ともいうべき時期であっ

たが,この間にもこうした事態に対する反省や危機感が醸成され,行内に一体感

が盛上が り,この状況を脱するための懸命の努力が続けられた｡

その努力は経営全般の幅広い分野にわたるもので,組織面では企画委員会の設

置にみられる機構整備であり,預金面では預金増強意欲の高揚や得意先活動の強

化,さらに貸出面では地域の産業構造の変化に対応した製造業中心の融資方針の

確立,事務面ではテラーシステムの採用などであった｡

また収益性の向上を意図したコールローンの運用 ･銀行引受手形の増大や,∫

ST訓練 ･得意先訓練を初めて取入れた人材の育成,かねてから問題含みであっ

た従業員組合との円滑な関係の確立など,あまり目立たない施策ではあったが,

厳しい状況を打開するための努力が着々と進められた｡

こうした当行の努力に応えるかのようにわが国経済は29年後半から活況を示し

始め,また神奈川県内でも開発が進展し,重化学工業化が一層推進されるなど環

貸出残高の業種別構成比
(単位 .%)

当 行 都 市 銀 行

昭- 下 1 3.下
29下 l 31下

地 方 銀 行

29下 31下

工
工
学レLlH日日

軽

重
イ

ロ

′1

1.

業
業

業
2 鉱 業

3 建 設 業
4 農 林 ･ 漁 業

5 卸 ･ 小 売 業
る不 動 産･サ-ビス業

7 運輸通信･その他公益業

8 金 融 ･保 険 業
9 地 方 公 共 団 体

10 そ の 他

合 計
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境も急速に好転し始めた｡とくにこの時期当行が決定した製造業重点の融資方針

は,地域経済の動向に的確に対応したものであっただけに,急速に融資体質の改

善が進み,製造業に対する融資比率は50%を超え,とくに重化学工業のウエイ ト

が高まりその後の躍進の原動力のひとつとなった｡

その結果30年には最悪の状況を脱し,31年には前途に明るさを見る状況にまで

回復を遂げ,以後大いなる躍進の時代-向か うことになった｡

4 体質改善-の努力

経理内容の改善

当行の収支内容は,業績がめざましく伸展した昭和26-27年においても必ずし

も良好とはいえない状態であり, この時期の経常収支率は都市銀行 ･地方銀行の

水準より劣っていた｡そこで当行は,資金の効果的運用,経費の節減などに積極

的に取組んでその改善を図ったが,その効果がしだいに現われ,以後経常収支率

は漸次好転していった｡

またこの時期,当行は収支内容の改善とともに債権内容の健全化にも格段の努

力を払った｡当行の貸出金に対する滞貸金償却額の割合は,24年下期,都市銀行

の0.16%,地方銀行の0.15%に比べ,0.82%ときわめて高かった｡このため当行

は毎期相当旗の滞貸金償却を行なって債権内容の良化に努めた｡しかしこの問題

は短期間に解決できる性質のものではなく,償却を続けて既存の債権内容の良化

に努めるとともに,合理的な審査制度の確立,企業内容の調査および債権管理の

表 4-24 収支状況比較
(単位 :百万円,倍)

資
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経常収支率比較
表 4-25 (単位 :%) 表 4-26
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強化などを図った｡この結果徐々にその効果が現われて,26年下期以降は貸出金

に対する滞貸金償却の割合もかなり低下した｡ しかし28年下期で都市銀行 0.ll

%,地方銀行0.12%に対して当行は0.37%であり,相対的にみればなお一段の努

力を必要とする状況であった｡

当行はその後も引続き滞貸金の償却を看板的に行なった結果,31年下期のその

割合は0.29%とな り,都市銀行の0.12%,地方銀行の0.17%に比べればまだ十分

とはいえなかったが,ようやく最悪の状態からほ脱することができた｡この間当

行は資金の効率的な活用に努力し,余資のコール運用に努めた｡おりからコール

金利はかなりの高水準で推移したため,収益向上-の寄与は多大であった｡

こうして当行の経理内容は,31年下期にはかなりの改善をみるに至 り,はばそ

の基礎固めを完了したのである｡

店舗網の整備と人員の増強

当行は昭和25年 8月,第 1次店舗整備計画を策定した｡これは前年の大蔵省の

通牒にそったもので,その内容は既設の10出張所および2出張員詰所のうち真鶴

出張所を除き支店に昇格させること,日本勧業銀行から25年11月に引継いだ4店

舗(三崎出張所,および川和 ･横須賀 ･中野の各出張員詰所)は廃止すること,真

鶴出張所の代替店として藤棚支店を新設することなどであった｡これによりまず

同年12月,北鎌倉 ･上大岡など10支店が一度に誕生した｡さらに26年 5月真鶴出
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28年新設の浅草橋支店 張所が廃

止

され,7月には藤棚支店が開

設されて,第 1次店舗計画は

予定どお り完了した｡つづい

て26年 2月には,第2次店舗整

備計画を策定した｡この計画の

目的は,地域環境の変化に対応

して農村部から都市部-店舗

の配置転換を行な うもので,27年から28年にかけて,熱海 ･川崎大島 ･大和 ･座

間の4支店を新設開店する一方,一色 ･強羅 ･平塚本

宿の3支店を廃止した｡これまでの当行の店舗整備は,県内店舗の増設と配置

転換に重点がおかれてきた｡しかし当時の横浜市はその中心が依然米軍の接収下

にあったため,戦後の経済発展は東京都に比べかな り遅れていた｡したがって当

行としても東京都-の進出を緊急課題と考え,やがて行内における意思統一が図られ

て,28年 8月に浅草橋支店を,そして29年 4月蒲田支

店をそれぞれ新設した｡引続き同年12月には,このころから顕著となった預金

の不振を挽回するため,積極的に東京都内に店舗を新設するとい う店舗配置転換

計画が論議されたが,当行の業績の停滞とこれに伴 う内部の体制固めの必要から

,積極的な店舗展開に至らず,この計画は一時見送

られることになった｡その後30年12月に本牧支店を,さらに31年には神奈川

県庁派出所を出張所に昇格させ, 9月には将来の布石として大阪事務所を開設し,

11月には御幸支店を新設する一方,寒川 ･与

瀬の両支店を廃止した｡一方,当行の店舗の相当数は戦災をこうむってお り,

戦後急造された木造の店舗や老朽化 ･狭院化した店舗も多かった.このため店舗

の新 ･改築も店舗整備上の課題のひとつとされ,25年から31年までのあいだに23

店舗の新 ･改築が行なわれた｡当時の当行の支店数は約80か店であったから,お

よそその3割にあたる店舗を新 ･改築したことになり,当時の当行の経理内容か

らすればかなりの負担であった｡そしてこのことからも,経営のあらゆる面で近代
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うかがえるのである｡

また業容拡大に伴って行員数も増加

し,24年には1,500名を超え,27年には

2,000名弱に達した｡ とくに26年から29

年にかけては,将来を展望して男子職員

の採用を積極的に行ない,年々100名を

超える入行者を迎えた｡その結果25年下

期末の職員構成は女子がわずかながら男

表 4-27
従業員数の推移

注 休職者を除く子を上回っていたが,30年下期末には男子が65%を超える状態

となり,この面での体質強化は大きく進展した｡そしてこれらの人材がその後の高

度成長期に力を発揮し,当行躍進の

原動力となった｡自己資本の充実-

- 資本金 7億円へ金融機関再建整備計画に基づき,資本金を大幅に増額して 1

億円としたのは昭和23年10月であったが,その後めざましい業容拡大に伴い,毎期

の利益金処分による諸積立金の積増しや資産再評価による自己資本の充実にも

かかわらず,不確定資産に対する自己資本の割合は26年 3月末には1.88%まで低

下した｡また営業用不動産に対する自己資本の割合も70%近くに達したことから

,自己資本充実のための増資が急務となった｡このため同年 8月から増資に関する

諸準備を進め,10月の取締役会で増資新株を400万株とし, 200万株を株主に割

当て, 残 り200万株は一般から募集することを決 議 した｡ 募集状況は順調で応

募株数は433万4,952株に達した｡ そして翌27年 2月,当行の新資本金は3億

円とな り,この結果不確定資産に対する自己資本の割合は3.07%まで回復し,また

営業用不動産に対する自己資本の比率も40.1%

まで改善された｡しかし早 くも28年上期にはふたたび自己資本充実の必要性が

感じられるようになった｡このため同年11月,授権資本額を3億円から7億円-

と拡大し,次の増質-の足がか りを確保した｡そして30年10月の取締役会で増資

実行を決議し,堰資新株 800万株のうち600万株を株主に割当て,残 り200万株を
一
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ることなどを決定した｡ この結果31年 1月末,新資本金は 7億円とな り,自己資

本の預金に対する割合は3.4% (30年 9月末は2.4%),また営業用不動産の自己

資本に対する割合は46.0% (30年 9月末は60.7%)とそれぞれ改善された｡しか

し同時期における地方銀行の上記各比率は4.2%と46.4%であ り,当行の自己資

本充実の慶合いはなお十分 とはいえない状態であった｡

終戦時の20年上期決算から各銀行 とも株主配当を中止していたが,経済の安定,

再建整備の完了などにより24年下期から一斉に復配した｡当行も他行 と同様,午

6%をもって株主配当を復活した｡そして翌25年上期には普通配当を 8%に増配

するとともに,創立30周年記念配当 2%を加え10%の配当を行なった｡その後 も

業績の向上に伴い,25年下期から10%,26年上期には12%,さらに27年上期から

12.5%と逐次増配した｡しかし30年下期には10%に減配するとともに,これ以後

10%を安定的に配当することになった｡

外国為替業務の取扱い開始

戦前の当行が外国為替業務の分野に進出しなかった理由は,横浜ではこの分野

における横浜正金銀行の存在があま りにも大きかったこと,またこのため当行が

その営業地盤を引継いだ七十四銀行 もこれに関して大きな実績を持っていなかっ

豪華客船で外貨両替

外為の取扱いが認可されて以降,横浜港

に入港する観光船での両替は,当行 (東京

銀行と隔月)の業務のひとつになった｡客

船が入港する前日から本店周辺の旅館に泊

り込んだ数名の行員は,夜明け前の港を税

関のランチに同乗し,沖泊り中の船-向か

うのである｡潮風の吹きつける寒い朝や波

の荒い日は舷側の継梯子を トランクを持っ

て昇るのは命がけだった,と当時の経験者

は語っている｡

船内では等級別に分散して両替にあたる

が,1日の扱い高は2万 ドル前後から多い

日には4万 ドル程度であった｡ことに三等

船客は人種もさまざまで,これが上陸を急

いで一斉に押しかけ,両替をしながら ｢タ

クシーのチップはいくらだ｣といった質問

も飛出す｡こうしたなかで観光日本の第一

線として愛敬をふりまきながらも,正確,

迅速に両替を処理するにはかなりの経験と

度胸が必要とされたようだ｡
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たこと,さらには七十四銀行の整理という特殊な使命を帯びた当行には新分野に

進出するだけの余裕がなかったこと,などが考えられるが,横浜というわが国の

貿易の中心地に本店を持ちながら,当行はこの時期まで外国為替を取扱 うことが

なかった｡

終戦後しばらくのあいだ,わが国の銀行は外国為替業務の取扱いを許可されな

かったが,昭和22年 8月から民間業者による輸出貿易が制限付きで認められるよ

うになり,以後制限は漸次緩和されていった｡政府は外国為替管理法令の整備に

先立ち,24年11月 ｢外国為替銀行の臨時措置等に関する政令｣によって,千代田

･第一 ･大和 ･富士 ･神戸 ･日本勧業 ･大阪 ･三和 ･東海 ･東京 ･帝国の11行を

外国為替銀行として指定した｡さらに同年12月の ｢外国為替および外国貿易管理

法｣の施行により,上記11行は同法による外国為替銀行として認められた｡次い

で25年 1月と4月の2度にわた り新たに日本興業 ･北海道拓殖 ･協和 ･北陸 ･埼

玉 ･静岡 ･鹿児島興業 ･東京信託 ･富士信託 ･朝日信託 ･中央信託の11行が外国

為替銀行 として認可を受けるに至った｡

これら地方銀行 ･信託銀行の外国為替分野-の進出は,当行にとって大きな刺

激とな り,当行は諸般の準備を整え,26年 3月大蔵省に外国為替銀行の認可を申

請し,同年 4月乙種の認可を受けた｡そして同年 5月,外国部を創設して本店営

業部に配置し, 7月から外国為替業務の取扱いを開始した｡続いて翌27年から東

京支店においても業務を開始した｡しかし20年代は,当行の外国為替業務の草創

期にあた り,次の発展に備えるための準備の時期であった｡

役員の異動

昭和18年以来長らく空席であった副頭取の職に26年11月常務取締役後藤務が就

任することになった｡これに伴って取締役安村朝秀が常務取締役に昇格し,ここ

に頭取 ･副頭取 ･4常務取締役の陣容が整い,当行の経営首脳陣は一段と強化さ

れた｡

さらに28年には常務取締役安見尚俊,岡崎亮一が退任し,代わって取締役中村

秀彦,同飯田照,同佐藤武雄がそれぞれ常務取締役に昇格した｡また行外から取
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締役に半井清,監査役に根本茂を新たに迎えた｡

つづく29年にも大幅な異動があり,常務取締役佐藤武雄が辞任した ほ か取 締

役 ･監査役の交代が行なわれた｡

福利厚生面の充実

この時期,経営諸体制の近代化と並んで,行員の福利厚生についても急速な増

進が図られた｡

昭和24年に当行の健康保険被保険者数は1,500人に達したことから,健康保険

組合設立に関する検討,諸準備が進められ,厚生省の設立認可を得て,25年 4月

横浜興信銀行健康保険組合が設立された｡

つづいて27年10月には,福利厚生充実の一環として互助会が設立された｡この

互助会は銀行から独立した組織で,行員の慶弔 ･共済などのための贈与金の支出

を主な事業とし,会員から徴収した会費 ･加入金 ･銀行の補助金などによって運

営されるものであった｡

さらに28年 5月には団体定期生命保険契約締結が実現した｡これは当行の役員

および従業員を被保険者として,当行が生命保険会社とのあいだに保険契約を結

ぶもので,在職中被保険者が死亡した場合は遣家族が所定の保険金を受領する制

度であった｡

また28年11月 1日 ｢興信ニュース｣が創刊された｡当行は戦前にも行内紙とし

て ｢業報｣を発刊したことがあったが,戦争の激化,戦後の混乱などにより休刊

となっており,28年 9月から行内紙を発刊する準備を進め,創刊のはこびとなっ

た｡なお同紙は32年の行名変更に伴い ｢浜銀ニュース｣と改称され,当初は年間

20回のペースで,最近は毎月 1回発行され現在に至っている｡

一方,これら諸制度の新設 とともに厚生施設もしだいに充実された｡

まず26年 3月には住吉町旧本店の隣接地に診療所を開設して,定期健康診断を

実施し,当時銀行員のあいだに多発していた結核対策に取組み,大きな成果をあ

げた｡またかねてから要望のあった行員の体位向上のため,グランドとしての適

地を綱島に入手し,27年 8月綱島総合グランドを完成した｡この完成を記念して
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同年11月 9日本支店合同の

大運動会が開催され,以後

毎年秋季大運動会が開催さ

れるならわしとなった｡

また保養所については,

23年 に 開設した湯河原の

｢清和寮｣が,利用者の増

大とともに不便が目立つよ
箱根早雲山に開かれ

た函嶺荘うになってきたため,30年12月健康保険組合によって箱根早雲

山に新しい保養所 ｢函嶺荘｣が開設された｡第 4節 横浜興信銀行から横浜銀行

-1 行名の変更新しい時代へ創立以来,地域経済とともに歩み,盛衰を

ともにしてきた当行にとって昭和20年代は苦難に満ちた時代であった｡戦争末期

の空襲とそして敗戦は地元の産業に壊滅的な打撃を与え,次いで長期にわた

る接収は復興-の歩みを大きく遅らせた｡この間の当行の業績もこれと軌を一にし

て不振であり,加えて新円切換え,再建整備などの金融経済の戦後処理は,繁

忙 と混乱をもたらしたのであった｡朝鮮動乱による特需景気はようやく復興-の

きっかけをもたらしたが,その反動もまた大きく,地元経済の復興-の歩みも

平坦なものではなかった｡この反動が当行に及ぼした影響はさらに大きく,金融環
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みられなかった｡

しかし30年に入って,経済環境も当行のこうした努力に応えるかのように好転

し,地元の重化学工業化,地域開発の進展もあって,当行は厳しい試練の時期を

脱し,前方に明るさをみるに至った｡

こうして基礎固めを終えた当行は,過去のイメージを払拭し,新たな飛躍の時

代を迎えるため,32年 1月 ｢横浜銀行｣に行名を変更した｡

行名決定までの経緯

当行の名称 ｢横浜興信銀行｣は,設立の年大正 9年の "えと''｢庚申｣に ち な

んで付けられたといわれ,以来30年余,地元の神奈川県民にはなじみ深い名称 と

して広 く親しまれてきた｡

しかし昭和30年ごろになって4文字は呼びにくい,過去の灰色の歴史につなが

るイメージがある,何 となく地方的なニュアンスがあ り,当行の実体,時代の変

化にそぐわない,などの意見が行内からもあが り始めた｡こうして行名変更の声

はしだいに高まり,31年春ごろから業務合理化懇談会でもこの間題が取上げられ

た｡ちょうど経営合理化問題に取組んでいた同懇談会では,当行の今後の発展の

方向とも関連づけて行名変更を討議した結果,将来の発展を期するこの時期に人

心の一新を図るため,｢横浜興信銀行｣を ｢横浜銀行｣と改めるべきだとの結 論

に達したのである｡

新行名として ｢横浜銀行｣を選んだのは,横浜市に本店を置く唯一の普通銀行

であること,簡明直哉な名称にするという理由からであった｡業務部では行内の

感触を把握するため全行員を対象に調査を実施したところ,変更賛成93%と圧倒

的支持があり,そのうちの97%が横浜銀行のネーミングに賛成 という結果を得,

行名変更の方針は,決定をみたのである｡

なお,この ｢横浜銀行｣の行名については,横浜財界の尽力によって創 設 さ

れ,横浜市民 ･神奈川県民に愛されて成長し,いまや唯一の地元銀行となった当

行にとって,またとなくふさわしいものであったが,ここで過去に同名の銀行が

2行あり,そのいずれとも関係がないことを什記しておかねばならない｡
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そのひとつは,明治23年横浜の本町2丁目に平沼専蔵を頭取 として設立された

銀行であり,同行は明治43年に廃業した｡もうひとつは明治32年設立の野毛貯蓄

銀行が養老貯蓄 ･横須賀貯蓄と商号変更したのち,大正11年にこの行名に変更し

たものであり,銀行法の制定で無資格銀行とな り昭和 7年に消滅した｡

｢横浜銀行｣と改称

吉村頭取は昭和31年 9月 5日,記者会見を行なって行名変更の意向を初めて対

外発表した｡帝上頭取は,

(1) この機会に人心の一新を図る｡

(2) 地元に奉仕するという従来の営業方針に変わ りはない｡ただ営業のスケー

ルの点では都市銀行的存在に発展することを目標とする｡

(3) 中小企業金融に力を注いで昔日の特色ある横浜を復興したい｡

という当行の新しい経営基本方針にも触れて,当行の意図する行名変更の意義

を 1時間半にわたって説明した｡

この発表ののち,大山常務取締役を委員長とする15名の行名変更準備委員が発

令され,翌32年 1月 1日からの実施を目標に諸般の準備が進められた｡株主総会

の開催,大蔵省-の認可申請などの手続きをはじめ,看板 ･印刷物 ･あいさつ状

など一切の準備が委員会の手で順調に進められた｡また行名の書体は隷書体と決

まり,これまでの ｢漬｣という旧漢字に代えて当用漢字の ｢浜｣を使用すること

になった｡なお現行の英文呼称もこのとき変えられたものである｡

こうして32年 1月 1日から行名変更が実施され,この日から当行は｢横浜銀行｣

として新たな歩みを踏出すこととなった｡

行名変更を行なった31年下期末の当行の姿は次のとお りであった0

資 本 金 7億円 当期利益 165百万円

預金残高 491億円 経常収支率 76.4%

貸 出残高 338億円 従業員 数 2,059人

経 常利 益 417百万円 当行の地位 地方銀行中9位 (普通銀行中22位)
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人 事 部 (総務課 人事課

厚生課)

検 査 部

業 務 部 (業務課 調査課

企画課)

経 理 部

第一審査部

第二審査部

管 理 部

文 書 部 (庶務課 株式課)

(外 国 部)

役 員

頭 取 吉村成一

副 頭 取 後藤 務

常 務 取 締 役 大山綱夫,安村朝秀,中村秀彦,飯田 照

取 締 役 野村洋三,半井 清,江間 輔,増田喜三郎,荻原重美,原山柳太郎

監 査 役 磯野席亭,根本 茂,深瀬哲治

店 舗 (81本支店 l出張所)

地 域 l 店 名

横浜市内

本 店,元 町,野毛町 長島町 伊勢佐木町 本 牧,弘明寺,上大岡,保土ヶ谷

磯 子,杉 田,金 沢,戸 塚,鶴 見,生 麦,豊 岡,六角橋,子 安

大 口,中央市場,戸 部,藤 棚,神奈川,中 山,妙蓮寺,綱 島,(県 庁)

県 央 怪 漢鼠 上 溝,橋 本,中 野,半 原･座 間,厚 束
鎌 倉,長 谷,大 船, 逗 子, 葉 山, 横須賀, 若松町, 安 酒,田 浦

追 浜,浦 賀,三 崎

藤沢駅前,藤 汎 片 瀬,鵠 沼,辻 堂,長 後,大 和,茅ヶ崎,平 塚

大 磯,二 宮,伊勢原,秦 野

小田原,足 柄, 国府執 下曽我, 松 田,山 北, 大雄此 湯 本, 湯河原

熱 海

川 崎,川崎大島,御 幸,丸 子,薄 口,登 戸

東 京,浅芋梼,蒲 田,町 田

前 橋,高 崎,桐 生

江 1 ( )は出張所

2 地域は行政区画により区分
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2 ス リー ･シ ソブス の船 出

行幸の決定

これまでの行章は ｢コウ信｣の文字を図案化したものであったため,新行名に

ふさわしい行章の図案を行内外から募集することになった｡行内355点,行外専

門家35点の多数の応募作品のなかから,頭取はじめ役員 ･部長に専門デザイナー

を加えて審査を行なった結果,商業デザイナ一杯由男の作品が採用 と決定した｡

この行革は港都横浜を象徴する3隻の船 (ス リー ･シ ップス)をかたどったもの

で,当行の取引先 と株主,それに全行員,この 3者の緊密な連帯 と融和が当行発

展の基盤であ り,また当行の発展を通じてこの3着の繁栄が築かれてゆくとい う

理想をあらわしたものであった｡

行章のほかにも,行名変更を記念して論文 ･提案 ･キャッチフレーズなどが募

集され,これらを通じて,新しい行名のもとで当行の発展-の期待が高まるとと

もに,一層の飛躍を成し遂げようとする意識が行内にみなぎった｡

行名変更の効果と今後の課題

慎重に内外世論の趨勢を確かめながら行なわれた行名変更は,内なる力をため

て爆発したようにまことにタイ ミングが良かった｡ このため関係諸方面からは全

面的に歓迎され,一方内部ではこれを機会に全行が新 しい活力に燃えるなど,そ

行名変更の反響

行名を横浜銀行とすることについて行内

では圧倒的な支持を受けたが,取引先から

も大きな期待と賛同が寄せられた｡

本店のある取引先は ｢使命と伝統を守り

つつ益 繁々栄し,酉年に因んで金の卵を生

む地鳥のように健かに発展されることを祈

念し,その前途に祝福をおくる｣と励まし

の言葉を寄せ,また秦野支店のある取引先

は ｢さらに発展するスタートとしてこれほ

どよい検会はないと心から賛成している｡

今後も中小企業の育成指導に大いに努力し

て,真の地元の銀行として期待に応えては

しい｣と当行-の期待を表わした｡
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の効果は測 り知れないものがあった｡

戦後の混乱から復興をほぼ完了したわが国経済と軌を一にして,昭和30年代を

迎えた当行であったが,その経営は岐路に立たされていた｡金融機関の経営環境

は依然厳しいものがあり,とくに当行の場合は戦災 .接収 ･特需ブームの反動な

どによる特殊要因もあって,その厳しさは他行より一層深刻であった｡

このような困難な時期にあえて行名変更を行なった当行は,この衣がえを機に

心機一転して荒波に向かって船出したのである｡それは,限 りない可能性を秘め

た前途を目指しての出航であったが,行 く手にはまた克服しなければならない課

題も多々待受けていた｡

当面当行が目指した前途 とは,一口で要約すれば ｢都市銀行的営業 規 模 の銀

行｣に発展することであった｡そしてこれを達成するために実施しつつあり,め

るいは今後推進すべ く抱えている重要課題を整理すると,およそ次のとお りであ

った ｡

(1) 合理化の推進

この時期に行内で使われた "合理化"の内容はきわめて広範な分野にわたる

問題の解決を包含するものであった｡たとえば事務規程の整備や機械の導入と

いった業務上の合理化はもちろんのこと,人員配置･組織･店舗関係,あるいは

経費の節減のみならず,経理内容の改善等経営上の諸問題まですべで 合̀理化"

という言葉で包含され,そしてそのひとつひとつについて大きな成果をあげて

きた｡行名変更という大事業の推進役を果たしたのもこの `̀合理化''のエネル

ギーであった｡このようにすべて `̀合理化"の旗印のもと全行の力を結集しえ

たのは,業績の停滞からくる強い危機感と,これを何 とか乗切ろうとする若々

しい経営の力であった｡

この `̀合理化"推進のパイプ役を果たしたのは企画委員会であ り,業務合理

化懇談会であった｡これらの手によって,当行の "合理化"はその第一段階を

終えたが,懸案 としてなお残された問題は経営に関する基本的な問題であり,

これを処理するため,32年 5月新たに常務会事務局が設けられた｡こうして当

行の `̀合理化''は新しい局面を迎えたのである｡
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(2) 店舗の整備

店舗についての当面の課題は,本店新築を実現することであった｡また県外

店舗については東京支店の新築,大阪支店の設置,さらには神奈川県に隣接す

る東京西南部-の支店進出などが計画されていた｡これらの構想は店舗配置の

面でも都市銀行的スケールを目指して打出されたものであった｡

(3) 融資方針

行名変更発表の記者会見で表明したとお り,地元取引先を中心にした当行の

融資方針に変更はなかった｡吉村頭取は行内に対しても,中小企業融資は困難

を伴 うが万難を排してこれを推進し,地元の期待に応える努力を要請した｡こ

れは取引先の繁栄と当行の発展は一体でなければならないというス リー ･シッ

プスの理念からすれば当然の帰結であった｡

(4) 労使の協調

戦後のインフレ,それに伴 う生活不安から一般に労使の関係は一時尖鋭化し

た｡当行もその例外でなかったが,経営の安定と相互理解-の努力によって比

較的早い時期に協調に向かった｡当行がさらにスケールの大きい銀行-の発展

を目指すためには,労使関係の信頼と協調を一層前進させる必要があり,労使

双方の一段の努力が望まれた｡

こうして当行は,行名変更を機に 山積する課題に敢然と立向か うことになっ

た｡


